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全国市町村における食育推進状況を明らかにすることを目的に本研究を行った。
全国1,840市町村（平成18年10月１日現在の全市町村）の健康づくり担当課へ自記式質問紙

を郵送にて配布，回収した。調査期間は，平成18年12月から平成19年２月，調査項目は食育推
進会議設置状況，食育推進計画作成状況，健康日本21の地方計画策定状況，小中学校における
栄養教諭設置状況（非常勤含む）である。回答の得られた市町村は1,316カ所（回収率71.5
％）であった。このうち，項目ごとに無回答を除いた市町村を対象に人口規模別（１万人未満，
１万人以上３万人未満，３万人以上10万人未満，10万人以上の４区分）に分析を行った。
全国市町村の食育推進会議設置状況は設置済み11.8％，設置予定13.0％，予定なし，または

未定75.2％であり，食育推進計画作成率は1.7％で，作成予定を合わせても23.1％であった。
また，人口規模別では食育推進会議，食育推進計画ともに，人口規模が小さくなるほど設置，
作成予定なし，または未定の割合が高かった。食育推進計画を策定予定なし，または未定とし
た市町村のうち，健康日本21地方計画を策定している割合は55.2％で，人口規模が小さい１万
人未満の市町村では40.6％であった。小中学校における栄養教諭配置率は21.1％（配置予定を
含めて25.0％）であり，都道府県別では配置率に違いがみられたが，健康日本21地方計画策定
率との関連は認められなかった。
全国市町村の食育推進計画作成率は1.7％で，作成予定を合わせても23.1％であり，人口規

模の小さい市町村で作成率，作成予定率の低さが目立った。人口規模の小さい１万人未満の市
町村では食育推進計画を策定予定なし，または未定であっても健康日本21地方計画策定を行っ
ているところは40.6％あり，健康日本21地方計画から食育推進計画への展開方法の提示が必要
と考えられる。また，栄養教諭については学校における子どもの食育のキーパーソンであるこ
とから，都道府県への栄養教諭配置に向けた積極的な働きかけや栄養教諭が食育を推進できる
環境整備が必要である。

食育，市町村調査，栄養教諭，健康日本21

Ⅰ

平成17年に食育基本法1)が制定され，これに
基づき，平成18年の食育推進会議において食育
推進基本計画が策定された。これは平成18～22

年の５年間にわたり「食育」を国民運動として
全国的に推進するための国レベルの基本方針や
目標値を定めたものである2)-4)。食育基本法で
は，食育を国民運動として推進するため，全国
各地においてその取り組みが進められることが
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人口規模 総数 設置済み 設置予定 予定なし，
または未定

総数
１万人未満
１万人以上３万人未満
３万人以上10万人未満
10万人以上

（単位 市町村数，（ ）内％）

人口規模 総数 作成済み 作成予定 予定なし，
または未定

総数
１万人未満
１万人以上３万人未満
３万人以上10万人未満
10万人以上

（単位 市町村数，（ ）内％）
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求められており，18条において，食育推進基本
計画（都道府県食育推進計画が作成されている
ときは，食育推進基本計画および都道府県食育
推進計画）を基本として市町村において食育推
進計画を作成するよう努めることが求められて
いる。そこで，全国市町村における食育の推進
状況を明らかにすることを目的に本研究を行っ
た。

Ⅱ

全国1,840市町村（平成18年10月１日現在の
全市町村）の健康づくり担当課へ自記式質問紙
を郵送にて配布，回収した。調査期間は平成18
年12月から平成19年２月，調査項目は食育推進
会議設置状況，食育推進計画作成状況，健康日

本21の地方計画策定状況，小中学校における栄
養教諭設置状況（非常勤含む）である。回答の
得られた市町村は1,316カ所（回収率71.5％）
であった。このうち，項目ごとに無回答を除い
た市町村を対象に人口規模別（１万人未満，1
万人以上３万人未満，３万人以上10万人未満，
10万人以上の４区分）に分析を行った。統計解
析は，都道府県の栄養教諭配置率と健康日本21
地方計画策定率との関連についてスピアマンの
順位相関係数（ ）により有意水準 ＜0.05で
検討した。データの集計および統計解析には

11.5を用いた。

Ⅲ

全国市町村の食育推進会議設置状況は，
設置済み11.8％，設置予定13.0％，予定
なし，または未定75.2％であった。設置
済みの市町村では，平成18年度設置が
67.1％で最も多く，平成17年までに設置
していた市町村が32.8％あった。設置予
定の市町村では，平成19年度までに設置
予定が87.0％であった。人口規模別では
10万人以上の市町村で，設置済み17.8％，
設置予定27.9％，予定なし，または未定
54.3％，１万人未満の市町村で，設置済
み5.6％，設置予定3.6％，予定なし，ま
たは未定90.8％で，予定なし，または未
定の割合は人口規模が小さくなるほど高
かった。
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食育推進計画 総数
健康日本21
地方計画
策定済み

策定なし

総数
作成済み
作成予定
作成予定なしまたは未定

１万人未満
作成済み
作成予定
作成予定なしまたは未定

１万人以上３万人未満
作成済み
作成予定
作成予定なしまたは未定

３万人以上10万人未満
作成済み
作成予定
作成予定なしまたは未定

10万人以上
作成済み
作成予定
作成予定なしまたは未定

人口規模 総数 配置済み 配置予定 配置予定なし，
または未定

総数
１万人未満
１万人以上３万人未満
３万人以上10万人未満
10万人以上

（単位 市町村数，（ ）内％）

（単位 市町村数，（ ）内％）
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全国市町村の食育推進計画作成状況は，作成
済み1.7％，作成予定21.4％，予定なし，また
は未定76.8％であった。作成済みの市町村では，
50.0％が平成17年度までに，50.0％が18年度に
作成が行われていた。作成予定の市町村では，
61.9％が平成19年度に作成予定としていた。人
口規模別では10万人以上の市町村で，作成済み
2.7％，作成予定43.8％，予定なし，または未
定53.4％，1万人未満の市町村で，作成済み1.0
％，作成予定7.2％，予定なし，または未定
91.8％で，予定なし，または未定の割合は，人
口規模が小さくなるほど高かった。

全国市町村の健康日本21地方計画策定率は
60.9％で，人口規模別では１万人未満43.0％，
１万人以上３万人未満53.6％，3万人以上10万
人未満67.7％，10万人以上86.3％であり，人口
規模が小さくなるほど策定率は低かった。また，
食育推進計画を作成予定なし，または未定の市
町村の健康日本21地方計画策定率は全体で55.2
％，人口規模別では１万人未満40.6％，１万人
以上３万人未満52.1％，３万人以上10万人未満
63.8％，10万人以上78.8％であった。

全国市町村の小中学校における栄養教諭配
置状況は，配置済み21.1％，配置予定3.9％，
予定なし，または未定75.1％であった。人口
規模別では配置済み，配置予定を合わせた割
合は１万人以上３万人未満が22.4％で最も低
く，10万人以上が29.9％で最も高かった。都
道府県別では，配置済み，配置予定を合わせ
た割合は福井で最も高く，次いで京都，愛媛，
石川，徳島の順で，いずれも50％以上であっ
た。反対に配置済み，配置予定を合わせた割
合が最も低かったのは鳥取で，次いで神奈川，
和歌山，東京，山梨の順に低かった。

都道府県の栄養教諭配置率と健康日本21地
方計画策定率との相関係数（ ）は－0.13で，
有意な相関は認められなかった（ ＝0.39）。
健康日本21地方計画策定率は50％以上である

が，栄養教諭配置率は50％未満の都道府
県が最も多く，次いで栄養教諭配置率，
健康日本21地方計画策定率ともに50％未
満の都道府県が多かった。栄養教諭配置
率，健康日本21地方計画策定率がともに
50％以上の都道府県は，愛媛県，石川県，
福井県の３県のみであった。京都府は栄
養教諭配置率は76.5％と高かったが，健
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注 ：スピアマンの順位相関係数
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康日本21地方計画策定率は22.2％と
低かった。

Ⅳ

全国市町村の食育推進会議設置率
は11.8％，食育推進計画作成率は
1.7％であった。食育推進計画作成
済みの市町村の50.0％は，国の食育
推進基本計画が示された平成18年度
以前から独自に食育を行っていた。
食育推進会議設置済み，設置予定の
市町村の割合を合わせた数値と，食
育推進計画作成済み，作成予定の市
町村の割合を合わせた数値が近い値
であり，食育推進計画作成予定市町
村の75.8％が平成19年度までに予定
していることから，平成19年度中に
食育推進会議を設置し，食育推進計
画作成を進める市町村が多いことが
予想される。
食育推進計画を作成，作成予定の

市町村割合は23.1％であった。これ
より，国が食育推進基本計画で示し
た「食育推進計画を作成・実施して
いる市町村の割合を平成22年までに
50％以上とする」2)という目標の達
成は困難であると考えられる。しか
し，都道府県食育推進計画の77.5％
（40都道府県のうち31都道府県）に
市町村食育推進計画作成が数値目標として設定
されており，今後，食育推進計画を作成とする
市町村が増加することが予想される5)。また，
人口規模の小さい市町村ほど食育推進計画の作
成予定なし，または未定の割合が高く，特に人
口規模の小さい市町村に対する食育推進計画作
成支援の必要性が明らかとなった。平成20年５
月に内閣府食育推進室では，「地域の特性を生
かした市町村食育推進計画づくりのすすめ」を
まとめ，市町村の食育推進計画作りの参考とな
る事例を紹介し，市町村における食育推進計画
作成を支援している6)。この中で食育推進計画
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作りの第一歩として，地域の「食」を知ること
の重要性を挙げている。これは，地域の特色を
生かし，かつ地域の実状に応じた目標設定によ
る健康づくりと推進が必要な健康日本21と共通
する点である7)。健康日本21地方計画策定の際
には，評価方法がわからない，策定方法がわか
らないなどの阻害要因が挙げられた8)。しかし，
人口規模の小さい１万人未満の市町村でも，食
育推進計画作成予定なし，または未定の市町村
のうち40.6％が健康日本21地方計画策定を終え
ている。このことから健康日本21地方計画から
食育推進計画への展開方法の提示などの支援が
必要である。また，人口規模の小さい市町村で
は，管理栄養士などの専門職不足も食育推進計
画作成が進まない要因として考えられる。現在，
日本栄養士会では，少なくとも市町村に１拠

点を目標として栄養ケアステーションの設置を
進めており，管理栄養士の配置が十分でない人
口規模の小さい市町村においては，こうした人
材を積極的に活用することも重要である9)。ま
た，健康日本21は平成17年に中間評価が実施さ
れ，栄養学・食生活分野の15項目のいずれにお
いても目標値達成が厳しい状況が明らかとなっ
た10)。その１つとして中学・高校生の朝食欠食
率が挙げられる。しかし，都道府県食育推進計
画の95％（40都道府県のうち38都道府県）に，
子どもの朝食欠食率の低下が数値目標として設
定されており5)，市町村における食育推進計画
にも朝食欠食率低下の目標設定が反映されるこ
とが予想され，食育による健康日本21の補足や，
相乗効果が期待される。
全国市町村の小中学校における栄養教諭配置

率は21.1％，配置予定を含めて25.0％であった。
人口規模による違いや健康日本21との関連はみ
られなかったが，都道府県の配置率に違いがみ
られた。都道府県により回答率が低い県もあり，
必ずしも真の値を反映していないことも考えら
れるが，公立小中学校の栄養教諭配置は県費負
担教職員であるため，都道府県教育委員会の判
断による影響が大きいためと考えられる。栄養
教諭配置率の最も高かった福井県では，1898年
に日本で最初に食育の重要性を述べた「食物養

生法」の著者である石塚左玄の出身地として食
育に力を入れている都道府県であり，栄養教諭
の取り組みについても食育白書において紹介さ
れている11)。食育は，あらゆる世代の国民に必
要なものであるが，子どもに対する食育は，心
身の成長および人格の形成に大きな影響を及ぼ
し，生涯にわたって健全な心と身体を培い豊か
な人間性をはぐくんでいく基礎となるものとし
て重視されている1)。また，子どもに対する食
育の取り組みの重要性は，食育推進基本計画だ
けでなく，新健康フロンティア戦略にも示され
ている12)。こうした子どもに対する食育の場と
しては，学校，保育所等が重要であり，食育推
進基本計画では，指導体制の充実のため，学校
全体の食に関する指導計画の策定，教職員間や
家庭，地域との連携・調整のキーパーソンとし
て栄養教諭の早期配置を求めている2)3)13)。しか
し，都道府県食育推進計画では，学校における
指導の充実を目標設定している都道府県は42.5
％（40都道府県のうち17都道府県）5)で，今後，
都道府県への栄養教諭配置に向けた積極的な働
きかけが必要である。また，「食育」重視に転
換した学校給食法改正による栄養教諭配置促進
にも期待したい。
食育については，家庭が重要な役割を担って
いるが，社会環境や食生活が大きく変化する中
で，家庭において食育を行うことが困難な場合
や，保護者自身が望ましい食生活を実践できて
いない問題が生じている。平成17年度児童生徒
の食生活等実態調査報告書によれば，小学生の
保護者が学校給食に望むものとして，基本的な
食事のマナーを身につけさせてほしい29.2％，
栄養や食品についての知識を身につけさせてほ
しいが47.3％を占めていた14)。家庭は食育の重
要な場であり，子どもだけでなく保護者に対し
ても食に対する関心を高めていくことも栄養教
諭の業務の１つである2)。このように，栄養教
諭の業務は多岐にわたっており，これまでの学
校給食管理にプラスして，食に関する指導，教
職員間や家庭，地域との連携，調整を行う必要
があり，負担が大きくなっているとの問題もあ
る15)。こうしたことから，栄養教諭配置促進だ
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けではなく，栄養教諭が働く環境の整備につい
ても国レベルの支援が必要である。
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